
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社から通告を受けている委員数の変更（削減）については、 

申４号における速やかな団体交渉の開催、ならびに協約改訂に必

要な、❶合理的な理由、❷労働組合・組合員への不利益について

継続議論をおこなっていきます。 
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改訂に関する申し入れ 団体交渉おこなう


